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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
号

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
号
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き

事
項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一
環
境
影
響
度
の
目
標
値
及
び
目
標
年
度

第
一

環
境
影
響
度
の
目
標
値
及
び
目
標
年
度

１
家
庭
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー

１
家
庭
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー

［略

］

［略

］

２
店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー

２
店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー

規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー
（以

下
単
に

「店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ

デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー
（以

下
単
に

「店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ

ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー
」と

い
う

。

）の
製
造
業
者
等
は

、次
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー
」と

い
う

。

）の
製
造
業
者
等
は

、次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に

、目
標
年
度

（次
の

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に

、目
標
年
度

（次
の

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
の
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
の
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31日

ま
で
を
い
う

。

）以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
国
内
向
け
に

ま
で
を
い
う

。

）以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
国
内
向
け
に

出
荷
す
る
製
品
の
フ
ロ
ン
類
等
の
環
境
影
響
度
の
低
減
に

出
荷
す
る
製
品
の
フ
ロ
ン
類
等
の
環
境
影
響
度
の
低
減
に

つ
い
て

、環
境
影
響
度
を
製
造
業
者
等
ご
と
の
出
荷
台
数

つ
い
て

、環
境
影
響
度
を
製
造
業
者
等
ご
と
の
出
荷
台
数

で
加
重
平
均
し
た
値
が

、次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
値
を

で
加
重
平
均
し
た
値
が

、次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
値
を

上
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。

上
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。

区
分

環
境
影
響
度
の
目
目
標
年

区
分

環
境
影
響
度
の
目
目
標
年

標
値

度
標
値

度

店
舗
・
事
一
一
日
の
冷

［略

］

［略

］

店
舗
・
事
一
一
日
の
冷

［略

］

［略

］
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務
所
用
エ

凍
能
力

（高
務
所
用
エ

凍
能
力

（高

ア
コ
ン
デ

圧
ガ
ス
保
安

ア
コ
ン
デ

圧
ガ
ス
保
安

ィ
シ
ョ
ナ

法

（昭
和
二

ィ
シ
ョ
ナ

法

（昭
和
二

ー

十
六
年
法
律

ー

十
六
年
法
律

第
二
百
四
号

第
二
百
四
号

）第
五
条
第

）第
五
条
第

三
項
の
規
定

三
項
の
規
定

に
基
づ
き
算

に
基
づ
き
算

定
さ
れ
た
も

定
さ
れ
た
も

の
を
い
う

。

の
を
い
う

。

以
下
同
じ

。

以
下
同
じ

。

）が
三
ト
ン

）が
三
ト
ン

未
満
の
も
の

未
満
の
も
の

（四
号
に
掲

げ
る
も
の
を

除
く

。
）

二
一
日
の
冷

［略

］

［略
］

二
一
日
の
冷

［略

］

［略

］

凍
能
力
が
三

凍
能
力
が
三

ト
ン
以
上
の

ト
ン
以
上
の

も
の

（三
号

も
の

（次
号

及
び
四
号
に

に
掲
げ
る
も

掲
げ
る
も
の

の
を
除
く

。
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を
除
く

。

）

）

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

四
ビ
ル
用
マ

75
0

202
5

［新
設

］

［新
設

］

［新
設

ル
チ
エ
ア
コ

］

ン
デ
ィ
シ
ョ

ナ

ー
（分

離

型
で
あ
っ
て

一
の
室
外
機

に
二
以
上
の

室
内
機
を
接

続
し
て
用
い

る
構
造
の
も

の
の
う
ち

、

室
内
機
ご
と

に
空
気
の
温

度
又
は
湿
度

を
調
整
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の

。

）

３
自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー

３
自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー



- 5 -

［略

］

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


